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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の一部を構成する、曲面部を有するケース体と、
　前記ケース体の前記曲面部に備えられた銘板配置部と、
　前記銘板配置部上に配置され、該銘板配置部の前記曲面部に沿って変形可能な薄板状の
銘板と、
　前記銘板の一面に備えられた、該銘板が前記銘板配置部に配置される際に該銘板配置部
上に載置される載置面と、
　前記銘板の前記載置面とは異なる面に備えられた、文字、絵が記載される露出部および
該露出部の周囲に設けられた当接部を有する表示面と、
　前記表示面の前記当接部上に配置され、前記露出部を露出させる開口部を有し、前記ケ
ース体に接着固定される枠状の押さえ部材であって、前記当接部上に配置される接触面を
有し、該接触面で前記当接部を押圧することで前記銘板を前記銘板配置部の前記曲面部に
沿って変形させる押さえ部材と、を備え、
　前記ケース体及び前記押さえ部材は、該押さえ部材を該ケース体の前記銘板配置部に対
して予め定めた位置関係で配置させる係合部を有することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記係合部は、前記ケース体に穿設された第１穴と、前記押さえ部材の予め定めた位置
に突出して設けられ前記第１穴に嵌合固定される第１凸部と、を備えて構成されることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
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【請求項３】
　前記銘板配置部は、
　前記銘板の前記露出部が配置される第１配置面と、
　前記銘板の前記露出部の周囲に設けられた前記当接部が配置される、前記第１配置面よ
り凹んで形成された第２配置面と、
　を有すること特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記ケース体は、前記第２配置面の周囲に、前記押さえ部材の取付用凸部が収容配置さ
れる予め定めた深さ寸法で該第２配置面より凹んで形成された押さえ部材収容部を備える
ことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記押さえ部材から突出する第１凸部、または、前記ケース体に穿設された第１穴の何
れか一方に、前記第１穴内に溜まっている接着剤を該第１穴の外部に送り出す逃がし部を
設けたことを特徴とする請求項１－４の何れか１項に記載の内視鏡。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機種名等を告知する銘板を内視鏡本体等の筐体表面に設けた内視鏡に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡においては、内視鏡の機種名等を記載した板状の銘板を、例えば、内視鏡操作部
等の表面に貼り付けられていた。しかし、操作部表面に貼り付けた銘板は、操作部表面か
ら突出している。このため、内視鏡使用中に銘板に手指が触れること、或いは洗浄消毒中
に銘板にブラシ等が当接すること等により、銘板が操作部表面から剥がれ落ちるおそれが
あった。
【０００３】
　この剥離を防止するため、図１Ａに示すように銘板１００を内視鏡操作部１０１の操作
部表面１０２に対して凹んで形成した銘板固定凹部１０３に接着固定する、或いは、図１
Ｂに示すように銘板１００を予めスペーサー１０４の凹部１０５に接着固定し、この銘板
１００が固定されたスペーサー１０４を操作部表面１０２に対して凹んで形成したスペー
サー固定凹部１０６に接着固定して、銘板１００が操作部表面１０２から突出しない構成
としている。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３０６３９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、内視鏡操作部の表面は、図１Ａ、図１Ｂに示すような平面形状ではなく
、複雑な立体形状である。このため、銘板１００の銘板固定凹部１０３への確実な接着固
定、或いはスペーサー１０４のスペーサー固定凹部１０６への確実な接着固定が難しい。
そして、接着固定を確実に行えなかった場合、内視鏡洗浄作業時等に、銘板１００が銘板
固定凹部１０３或いはスペーサー１０４の凹部１０４から剥がれ落ちるおそれ、或いは、
スペーサー１０４がスペーサー固定凹部１０６から脱落するおそれ等があった。また、銘
板１００の一部が剥がれることによって内視鏡操作部の表面から突出して、医師、或いは
スタッフに不快感を与えるおそれがあった。
【０００６】
　なお、特許文献１には、内視鏡の機種名等が表示された銘板を筒状に形成して内視鏡の
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外表面に沿う状態に配置し、銘板を軸線周りに回転自在に内視鏡に取り付けた内視鏡の表
示部が示されている。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであって、内視鏡操作部等のケース体の表面に
接着固定した銘板がケース体表面から剥がれることを確実に防止した内視鏡を提供するこ
とを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様における内視鏡は、内視鏡の一部を構成する、曲面部を有するケース体
と、前記ケース体の前記曲面部に備えられた銘板配置部と、前記銘板配置部上に配置され
、該銘板配置部の前記曲面部に沿って変形可能な薄板状の銘板と、前記銘板の一面に備え
られた、該銘板が前記銘板配置部に配置される際に該銘板配置部上に載置される載置面と
、前記銘板の前記載置面とは異なる面に備えられた、文字、絵が記載される露出部および
該露出部の周囲に設けられた当接部を有する表示面と、前記表示面の前記当接部上に配置
され、前記露出部を露出させる開口部を有し、前記ケース体に接着固定される枠状の押さ
え部材であって、前記当接部上に配置される接触面を有し、該接触面で前記当接部を押圧
することで前記銘板を前記銘板配置部の前記曲面部に沿って変形させる押さえ部材と、を
備え、前記ケース体及び前記押さえ部材は、該押さえ部材を該ケース体の前記銘板配置部
に対して予め定めた位置関係で配置させる係合部を有している。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、内視鏡操作部等のケース体の表面に接着固定した銘板がケース体表面
から剥がれることを確実に防止した内視鏡を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】ケース体の凹部に直接、銘板を取りつける取付例を説明する図
【図１Ｂ】銘板をスペーサーに固定し、銘板が固定されたスペーサーをケース体の凹部に
取りつける取付例を説明する図
【図２】図２－図１４Ｂは本発明の一実施形態に係り、図２は内視鏡の操作部を説明する
図
【図３】銘板が取りつけられる銘板取付面を備えケース体で操作部カバーを説明する図
【図４】銘板を説明する図
【図５】図５－図７は押さえ部材を説明する図に係り、図５は押さえ部材の一面側から見
た斜視図
【図６】押さえ部材の他面側から見た斜視図
【図７】図５のＹ７－Ｙ７線断面図
【図８】図８－図１０は銘板取付面の構成を説明する図に係り、図８は銘板配置部と押さ
え部材収容部とを説明する図
【図９】図８のＹ９－Ｙ９線断面図であって、銘板及び押さえ部材の短辺側が配置される
銘板配置部、押さえ部材収容部、及び係合部の構成を説明する図
【図１０】図８のＹ１０－Ｙ１０線断面図であって、銘板及び押さえ部材の長辺側が配置
される銘板配置部、及び押さえ部材収容部の構成を説明する図
【図１１Ａ】押さえ部材の第１凸部を第２配置面の底面に形成されている第１穴に予め定
めた状態に配置させたときの押さえ部材とケース体との位置関係を説明する図
【図１１Ｂ】押さえ部材の第１凸部を押さえ部材収容部の底面に形成されてい第１穴に予
め定めた状態に配置させたときの押さえ部材とケース体との位置関係を説明する図
【図１１Ｃ】図１１Ｂの矢印Ｙ１１Ｃ－矢印Ｙ１１Ｃ線断面図
【図１２Ａ】図１２Ａ－図１４Ｂは、銘板を操作部カバーの銘板取付面に取りつける手順
を説明するための図に係り、図１２Ａは銘板を第１配置面上に仮止めした状態を示す長手
方向断面図
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【図１２Ｂ】図１２Ａの矢印Ｙ１２Ｂ－Ｙ１２Ｂ線断面図
【図１３Ａ】銘板が第１配置面に仮止めされた状態で、押さえ部材を押さえ部材収容部に
対向配置させた状態を説明する長手方向断面図
【図１３Ｂ】図１３Ａの矢印Ｙ１３Ｂ－Ｙ１３Ｂ線断面図
【図１４Ａ】銘板が第１配置面に仮止めされた状態で、押さえ部材を押さえ部材収容部に
収容した状態を説明する長手方向断面図
【図１４Ｂ】図１４Ａの矢印Ｙ１４Ｂ－Ｙ１４Ｂ線断面図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　図２に示すように内視鏡１は、内視鏡挿入部２の基端部に操作部３を備えている。操作
部３の側部からはユニバーサルコード４が延出している。操作部３は、操作部本体５と、
把持部６とを有して構成されている。操作部本体５及び把持部６は、それぞれ複数のケー
ス体を組み合わせて構成されている。
【００１２】
　符号７は湾曲部操作装置であり、例えば、上下用湾曲ノブ７ａと左右用湾曲ノブ７ｂと
を備えて構成されている。符号８ａは送気送水ボタン、符号８ｂは吸引ボタン、符号８ｃ
は各種操作スイッチである。
【００１３】
　本実施形態の内視鏡１においては、図２、図３に示すように操作部本体５を構成するケ
ース体の１つである例えば操作部カバー９の予め定められた一面に銘板取付面９ａが設け
られている。そして、銘板取付面９ａには、例えば内視鏡の機種名を示す文字が記載され
た銘板１０が配置されている。本実施形態において、銘板１０の一面上には、銘板１０が
操作部本体５から剥離することを防止する押さえ部材２０が配置されている。　
　なお、本実施形態においては、銘板１０を操作部本体５を構成するケース体に設けると
している。しかし、ケース体は操作部本体を構成するものに限定されものではなく、ユニ
バーサルコード４の基端部に設けられるコネクタを構成するケース体等であってもよい。
【００１４】
　図４に示すように銘板１０は、例えば長方形形状等の変形可能な薄板で、予め定められ
た厚み寸法である厚みｔに設定されている。銘板１０は、一面である表示面１１と、その
裏面である載置面１２とを備えている。表示面１１は、予め定められた二点鎖線に示す範
囲内に位置する露出部１３と、二点鎖線に示す範囲外に位置する、すなわち露出部１３の
周囲に設けられた当接部１４とに区分されている。表示面１１の露出部１３には、内視鏡
の機種名を示す文字、或いは使用形態を示す絵等が記載されている。当接部１４上には押
さえ部材２０が配置されるようになっている。
【００１５】
　図５－図７を参照して押さえ部材２０を説明する。　
　図５、図６に示すように押さえ部材２０は、外形が例えば長方形形状で、かつ長方形形
状の開口部２１を備えた枠部材である。押さえ部材２０は、押圧部２２と取付用凸部２３
とを備えている。押圧部２２の厚みは、予め定めた寸法である厚みＴ１に設定され、取付
用凸部２３の厚みは、予め定めた寸法である厚みＴ２に設定されている。
【００１６】
　図６、図７に示すように本実施形態の開口部２１の開口は、表面側の面積と裏面側であ
る接触面２２ｆ側とで面積が異なっている。具体的に、開口部２１の側面は、予め定めた
傾斜角度の斜面２４であり、開口面積が表面側から接触面２２ｆに行くにしたがって徐々
に大きくなるように形成されている。　
　本実施形態において、接触面２２ｆ及び斜面２４は、銘板１０の当接部１４上に配置さ
れる押さえ部２５として構成されている。
【００１７】
　取付用凸部２３は、接触面２２ｆから突出しており、接触面２２ｆの両長辺側及び一短
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辺側に設けられている。取付用凸部２３の幅寸法は予め定めた寸法に設定されている。接
触面２２ｆ及び取付用凸部２３は、銘板取付面９ａを構成する後述する押さえ部材収容部
（後述する図８の符号４０）内に収容されるように構成されている。
【００１８】
　また、取付用凸部２３の短辺側および接触面２２ｆの短辺側にはそれぞれ係合部を構成
する第１凸部２６、２７が設けられている。　
　当接面短辺側の細径第１凸部２６は、接触面２２ｆに対して予め定めた高さ寸法である
Ｈ１突出した凸部であり、予め定めた径寸法で構成されている。取付用凸部短辺側の太径
第１凸部２７は、取付用凸部２３の平面２３ｆに対して予め定めた高さ寸法であるＨ２突
出した凸部であり、予め定めた径寸法で構成されている。
【００１９】
　なお、細径第１凸部２６の開口部２１とは反対側の短辺側外周面には、凸部軸方向に延
びる逃がし溝２６ｇが形成されている。また、太径第１凸部２７の開口部２１とは反対側
の短辺側外周面には、凸部軸方向に延びる逃がし溝２７ｇが形成されている。
【００２０】
　図８－図１０を参照して銘板取付面９ａの構成を説明する。　
　図８に示すように操作部カバー９の銘板取付面９ａには、銘板配置部３０と押さえ部材
収容部４０とが設けられている。　
　銘板配置部３０は、銘板１０の露出部１３が配置される第１配置面３１と、銘板１０の
当接部１４及び押さえ部材２０の接触面２２ｆが配置される第２配置面３２とを有して構
成されている。そして、押さえ部材２０が収容される押さえ部材収容部４０は、第２配置
面３２を含んで構成されている。　
　符号５１、符号５２は、係合部を構成する第１穴である。細径第１穴５１の内径は、細
径第１凸部２６が嵌合固定するように設定され、太径第１穴５２の内径は太径第１凸部２
６が嵌合固定するように設定されている。
【００２１】
　第２配置面３２は、第１配置面３１の周囲を囲むように凹んで形成されており、図９、
図１０に示すように傾斜面３３と底面３４とを備えて構成されている。傾斜面３３の角度
は、斜面２４の傾斜角度に一致している。
【００２２】
　底面３４は、平面で構成されており、第１配置面３１から底面３４までの深さ寸法ｄ１
は、銘板１０の厚みｔと、押さえ部材２０の押圧部２２の厚み寸法Ｔ１と、接着層（後述
する図１１の符号５５ｓ参照）の厚みＴ３を考慮して設定されている。
【００２３】
　また、第１配置面３１から押さえ部材収容部４０の底面４１までの深さ寸法ｄ２は、押
さえ部材２０の取付用凸部２３の厚み寸法Ｔ２より深く構成されている。取付用凸部２３
の平面２３ｆから押さえ部材収容部４０の底面４１までの隙間は、少なくとも接着層の厚
みＴ３より大きく設定してある。
【００２４】
　さらに、第２配置面３２の底面３４から細径第１穴５１の底面までの深さ寸法Ｄ１は、
細径第１凸部２６の高さＨ１を考慮して設定されている。また、押さえ部材収容部４０の
底面４１から太径第２穴５２の底面までの深さ寸法Ｄ２は、太径第１凸部２７の高さＨ２
を考慮して設定されている。　
　なお、図９の符号５３は接着剤溜まりであり、第１配置面３１の予め定めた位置に設け
られている。
【００２５】
　そして、本実施形態において、押さえ部材２０を押さえ部材収容部４０に予め定められ
た状態に配置したとき、図１１Ａ－図１１Ｃに示すように細径第１凸部２６の先端面が細
径第１穴５１の底面に当接し、太径第１凸部２７の先端面が太径第２穴５２の底面に当接
して配置される。
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【００２６】
　この配置状態において、図１１Ａ、図１１Ｂに示すように押さえ部材２０の接触面２２
ｆと第２配置面３２の底面３４との間、及び押さえ部材２０の斜面２４と第２配置面３２
の傾斜面３３との間には、破線に示す銘板１０の厚みｔと接着層５５ｓの厚みＴ３とを合
わせた第１隙間Ｓ１が形成される。
【００２７】
　また、図１１Ｂ、図１１Ｃに示すように押さえ部材２０の取付用凸部２３の平面２３ｆ
と押さえ部材収容部４０の底面４１との間には、接着層の厚みＴ３より大きな第２隙間Ｓ
２が形成される。
【００２８】
　さらに、図１１Ａ、図１１Ｂに示すように押さえ部材２０の表面は、銘板１０が配置さ
れる第１配置面３１の表面より銘板１０の厚みｔ分だけ、高く配置される
　なお、本実施形態においては、押さえ部材２０の外側側面と押さえ部材収容部４０の内
側面との間に、予め定めた寸法の第３隙間ｓ３が形成されるように押さえ部材２０の外形
寸法及び押さえ部材収容部４０の凹部の長手方向及び長手方向に直交する方向の幅寸法が
設定してある。
【００２９】
　ここで、図１２Ａ－図１４Ｂを参照して銘板１０を操作部カバー９の銘板取付面９ａに
取り付ける手順を説明する。　
　作業者は、操作部カバー９、銘板１０、押さえ部材２０等を用意する。　
　まず、作業者は、操作部カバー９の押さえ部材収容部４０及び銘板配置部３０の第２配
置面３２に、粘性を有する接着剤５５を塗布するとともに、接着剤溜まり５３に接着剤５
５を予め定めた状態に充填する。その後、作業者は、接着剤５５を押さえ部材収容部４０
内及び第２配置面３２上に予め定めた状態となるように行き渡たらせる。
【００３０】
　次に、作業者は、図１２Ａ、図１２Ｂに示すように銘板１０を銘板配置部３０の第１配
置面３１上に予め定められた状態となるように配置する。すると、銘板１０は、接着剤溜
まり５３に充填されている接着剤５５によって、第１配置面３１上に仮止めされる。
【００３１】
　次いで、作業者は、図１３Ａ、図１３Ｂに示すように押さえ部材２０を押さえ部材収容
部４０に対向させる。このとき、作業者は、細径第１凸部２６と細径第１穴５１との位置
合わせ、太径第２凸部２７と太径第２穴５２との位置合わせ、および、取付用凸部２３と
押さえ部材収容部４０との位置合わせ等とを行う。
【００３２】
　次に、作業者は、押さえ部材２０の第１凸部２６、２７を第１穴５１、５２に嵌入させ
ていく。すると、第１穴５１、５２内に充填されている接着剤５５は、第１凸部２６、２
７の第１穴５１、５２内への侵入に伴って、逃がし溝２６ｇ、２７ｇを介して第１穴５１
、５２の外部に押し出されていく。また、取付用凸部２３は、押さえ部材収容部４０に収
容されていく。このとき、押さえ部材収容部４０に塗布されている接着剤５５は、第３隙
間ｓ３に向けて移動していく。
【００３３】
　そして、作業者が、第１凸部２６、２７の先端面が第１穴５１、５２の底面に近接させ
ていくことにより、押さえ部材２０の接触面２２ｆが銘板１０の当接部１４に当接する。
そして、第１凸部２６、２７の先端面が第１穴５１、５２の底面にさらに近接されていく
ことにより、銘板１０の当接部１４が接触面２２ｆに押圧されて変形していく。
【００３４】
　その後、作業者によって、図１４Ａに示すように第１凸部２６、２７の先端面が第１穴
５１、５２の底面に当接されるとによって、押さえ部材２０の押さえ部材収容部４０への
収容が完了する。このとき、第１隙間Ｓ１にはＴ３の接着層５５ｓが設けられ、第２隙間
Ｓ２及び第３隙間ｓ３は接着剤５５で充満された状態になる。　
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　ここで、作業者は、押さえ部材２０を保持して、接着剤５５の硬化を待つ。
【００３５】
　そして、接着剤５５が硬化することによって、押さえ部材２０が操作部カバー９の押さ
え部材収容部４０に一体に接着固定されて、銘板１０が銘板取付面９ａに取り付けられる
。この取付状態において、銘板１０の表示面１１と押さえ部材２０の表面とが面一致して
いる。また、銘板１０の表示面１１に記載されている文字等は、押さえ部材２０の開口部
２１から視認される。
【００３６】
　このように、押さえ部材２０に細径第１凸部２６及び太径第１凸部２７を設ける一方、
押さえ部材収容部４０に細径第１凸部２６が嵌合する細径第１穴５１および太径第１凸部
２７が嵌合する太径第２穴５２を設ける。そして、押さえ部材２０を押さえ部材収容部４
０に配置する際、押さえ部材収容部４０および銘板配置部３０の第２配置面３２に予め接
着剤５５を塗布して、押さえ部材２０を押さえ部材収容部４０への取り付けを行う。　
　この結果、押さえ部材２０は、押さえ部材収容部４０に対して、第１凸部２６、２７の
第１穴５１、５２への嵌合固定と接着剤５５による接着固定とにより確実に一体に固定さ
れる。
【００３７】
　また、銘板１０を変形可能な薄板状に形成し、銘板１０の表示面１１に露出部１３及び
当接部１４を設けている。そして、押さえ部材２０を押さえ部材収容部４０に接着固定す
る際、押さえ部材２０の押さえ部２５を露出部１３の周囲に設けた当接部１４上に配置さ
せている。　
　この結果、銘板１０の端側が剥離して、内視鏡操作部の表面から突出する不具合を確実
に防止することができる。
【００３８】
　さらに、第１凸部２６、２７に逃がし溝２６ｇ、２７ｇを設け、第１凸部２６、２７の
先端面が第１穴５１、５２の底面に当接したとき、押さえ部材２０の押さえ部材収容部４
０への収容を完了するようにしている。　
　この結果、第１凸部２６、２７を第１穴５１、５２内にそれぞれ嵌入配置させた際、第
１穴５１、５２内に充填されている接着剤５５を逃がし溝２６ｇ、２７ｇを介して外部に
送り出して、第１凸部２６、２７の先端面を第１穴５１、５２の底面に確実に当接させる
ことができる。
【００３９】
　なお、上述した実施形態においては、第１凸部２６、２７に逃がし溝２６ｇ、２７ｇを
設けることによって、第１穴５１、５２内の接着剤５５を外部に送り出すとしている。し
かし、第１穴５１、５２の第１配置面３１とは反対側に出っ張って穴軸方向に伸びる逃が
し縦坑（不図示）を設けて、第１穴５１、５２内の接着剤５５を外部に送り出すようにし
てよい。
【００４０】
　また、第１凸部２６、２７を第１穴５１、５２に嵌合固定することによって、押さえ部
材２０を押さえ部材収容部４０に固定する構成の代わりに、圧入固定を可能にする第２凸
部を前記第１凸部２６、２７と同様に押さえ部材２０に設ける一方、押さえ部材収容部４
０に第２凸部に対応する第２穴を設けるようにしてもよい。
【００４１】
　尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【００４２】
１…内視鏡　２…内視鏡挿入部　３…操作部　４…ユニバーサルコード　５…操作部本体
６…把持部　７…湾曲部操作装置　７ａ…上下用湾曲ノブ　７ｂ…左右用湾曲ノブ
８ａ…送気送水ボタン　８ｂ…吸引ボタン　８ｃ…操作スイッチ　９…操作部カバー
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９ａ…銘板取付面　１０…銘板　１１…表示面　１２…載置面　１３…露出部　
１４…当接部　２０…押さえ部材　２１…開口部　２２…押圧部　２２ｆ…接触面
２３…取付用凸部　２３ｆ…平面　２４…斜面　２５…押さえ部　２６…細径第１凸部
２６ｇ…逃がし溝　２７…太径第１凸部　２７ｇ…逃がし溝　３０…銘板配置部
３１…第１配置面　３２…第２配置面　３３…傾斜面　３４…底面　
４０…押さえ部材収容部　４１…底面　５１…細径第１穴　５２…太径第２穴
５５…接着剤　５５ｓ…接着層　１００…銘板　１０１…内視鏡操作部　
１０２…操作部表面　１０３…銘板固定凹部　１０４…スペーサー　１０５…凹部
１０６…スペーサー固定凹部

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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